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人 口 調 べ
( 昭和48年7月1日現在)

世　 帯　　　　　193, 713

男　　　　　307, 232

女　　　　　　297, 640
計　　　　　604, 872

( 前月より577 人増)

―
大
地
震
に
備
え
て
―

繰
返
し
て
は
な
ら
な
い
大
震
災

み
な
さ
ん
も
避
難
場
所
の
確
認
を

大
正
十
二
年
九
月
一
日
の
あ
の
悲
惨
な
関
東
大
震
災
か
ら
数
え
て
、
今
年
は
膺
五
十
年
に

あ
た
り
ま
す
。
お
り
し
も
、
さ
き
ご
ろ
北
海
遭
根
室
半
島
沖
で
大
き
な
地
震
が
発
生
し
、
地

震
に
対
す
る
関
心
は
非
常
に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
か
り
に
い
ま
、
過
密
化
し
た
東
京

に
大
地
震
が
襲
っ
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
、
も
う
一
度
こ
の
地
震
災

害
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

地
震
は
、
「
い
つ
」
、
「
ど
こ
に
」
、

「
ど
の
程
度
」
で
発
生
す
る
か
、
近
代

科
学
の
発
達
し
た
現
代
で
も
あ
ら
か
じ

め
知
る
こ
と
は
非
常
に
ひ
ず
か
し
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
私
た
ち
に
は
、
過
去
の
貴

重
な
経
験
と
賢
料
を
生
か
し
、
ふ
だ
ん

の
心
が
ま
え
と
準
備
に
よ
り
、
被
害
を

最
小
限
度
に
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
す
。

大
地
の
震
動
を
止
め
る
こ
と
は
で
き

な
く
て
も
火
を
消
す
こ
と
は
で
き
る
で

し
ょ
う
。
火
を
消
す
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
場
合
で
も
安
全
に
避
難
す
る
こ

と
は
で
き
る
は
ず
で
す
。

私
た
ち
は
、
大
正
十
二
年
九
月
一
日

の
あ
の
痛
ま
し
い
関
東
大
地
震
の
被
災

を
二
度
と
く
り
か
え
さ
な
い
た
め
に
、

区
民
一
人
ひ
と
り
の
防
災
に
対
す
る
自

覚
と
そ
の
準
備
が
ぜ
ひ
必
要
と
な
り
ま

す
。

初
期
消
火
は
み
ん
な
で

数
あ
る
災
害
の
中
で
、
も
っ
と
も
恐

ろ
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
・
:そ
れ

は
地
震
災
客
で
す
。
地
震
に
と
も
な
う

被
客
の
多
く
は
、
今
ま
で
の
例
で
明
ら

か
の
よ
う
に
、
火
災
の
発
生
に
よ
る
二

次
災
害
で
す
。
し
た
が
っ
て
い
か
に
し

て
こ
の
火
災
発
生
を
防
止
す
る
か
が
極

め
て
重
要
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
這

震
に
は
ま
ず
火
の
始
杰

の
習
慣
を
区
民
の
皆
さ
ん
が
ふ
だ
ん
か

ら
身
に
つ
け
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
こ

れ
を
生
か
し
、
火
災
の
発
生
を
防
ぐ
こ

と
か
な
に
よ
り
大
切
な
こ
と
で
す
。

も
し
火
災
が
発
生
し
た
場
合
で
も
、

小
火
の
う
ち
で
あ
れ
ば
だ
れ
に
で
も
火

を
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
区
で
は
他
区
に
さ
き
が
け
て
、
地

震
災
害
お
よ
ぴ
平
常
時
火
災
か
ら
尊
い

人
命
と
財
産
を
守
る
た
め
の
一
助
と
し

て
、
区
内
各
地
域
に
消
火
器
を
配
備
し

ま
し
た
が
、
す
で
に
平
常
時
火
災
に
こ

の
消
火
器
が
有
効
に
使
用
さ
れ
、
数
多

く
の
消
火
成
功
例
が
区
に
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。
い
ざ
と
い
う
と
き
に
は
、
隣

り
近
所
の
皆
さ
ん
が
力
を
あ
わ
せ
て
災

害
の
未
然
防
止
を
は
か
り
、
明
る
く
住

み
よ
い
足
立
区
発
展
の
た
め
ご
協
力
く

だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

あ
な
た
の
避
難
場
所

地
震
が
発
生
し
た
ら
逃
げ
る
こ
と
よ

り
も
、
ま
ず
火
の
始
末
を
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
が
、各
家
庭
で
の
初
期
消
火
、

脾
り
近
所
と
の
消
火
酒
勳
、
消
防
署
籌

の
活
助
に
よ
っ
て
も
火
災
を
く
い
と
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
非
常
用

品
を
も
っ
て
安
全
な
場
所
に
避
難
し
、

生
命
、
身
体
だ
け
は
守
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
さ
き

に
東
京
都
防
災
会
議
で
は
、
全
都
的
な

立
場
か
ら
一
ニ
-
か
所
の
大
震
火
災
時

に
お
け
る
広
域
避
難
場
所
を
指
定
し
、

足
立
区
で
は
六
か
所
(
図
・
表
を
参
照
)

が
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

万
一
に
備
え
て
、
こ
の
避
難
場
所
を

よ
く
確
か
め
て
お
く
よ
う
に
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

ま
た
、
避
難
途
上
の
交
通
状
況
や
團

辺
の
建
造
物
な
ど
の
状
況
を
知
っ
て
お

く
と
避
難
の
際
に
非
常
に
役
立
ち
ま
す

の
で
、ぜ
ひ
心
が
け
て
お
き
ま
し
I
つ
「

■
避
難
す
る
と
き
の
注
意

▽
避
難
は
徒
歩
で
、
自
助
車
は
使
わ
な
t

▽
避
難
は
審
察
官
の
指
示
に
し
た
が
っ

て
▽
非
常
持
出
品
は
必
要
最
少
限
に

▽
デ
マ
に
惑
わ
さ
れ
な
い

▽
道
路
に
家
具
や
荷
吻
を
持
ち
出
さ
な

▽
狹
い
道
路
、
へ
い
き
わ
を
さ
け
る

▽
落
下
物
に
注
意
す
る

足立区避難場所図
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9 月1 日に防災訓練

九
月
一
日
の
防

災
の
日
に
区
で
は

次
の
よ
う
な
馴
練

を
実
施
す
る
計
画

を
進
め
て
い
ま

す
。み
な
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
ね
が

い
い
た
し
ま
す
。

■
わ
が
家
の
防
災

訓
練各

家
庭
に
お

け
る
火
の
元
の

一
斉
点
検
、消

防
器
具
類
の
点

検
、非
常
持
出

品
の
確
認
な
ど

し

、
地
震
災
害
時
に
備
え
る
。

■
初
期
消
火
、
避
難
の
現
地
馴
練

大
震
火
災
に
備
え
て
、
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
と
防
災
関
係
機
関
の
参
加

を
得
て
、
初
期
消
火
、
避
難
訓
練
を

重
点
に
荒
川
河
川
敷
千
住
新
橋
下
流

南
岸
(
区
営
グ
ラ
ン
ド
)
で
実
施
。

な
お
、
眸
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

(
月
二
十
日
発
行
の
「
区
の
お
知
ら
せ
」

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

教
育
長

き
ま
る

次
の
と
お
り
区
の
教
育
長
を
任
命
、
ま
た
部
課
長
級

の
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
。
(
ヵ
y
コ
は
前
職
)

9
七
月
二
十
六
日
付
―

【
教
育
長
】
　
椎
名
應
安
(
総
務
部
長
)

―
七
月
九
日
付
―

【
部
長
級
】
　
環
境
都
長
-
梅
山
純

二
(
総
務
部
総
務
課
長
)
　
区
議
会

事
務
局
主
幹
〈
自
治
権
拡
充
問
題
調

臺
担
当
〉
I
池
田
賢
次
(
区
議
会
事

杤
局
長
)
　

教
育
委
員
会
事
務
局
主
幹
《
教
育
施
設
担

当
》
-
金
田
輝
美
(
教
育
委
貝
会
事
務
局
庶
務
課
長
)

=
七
月
二
日
付
―

【
課
長
級
】
　
環
境
部
環
境
課
長
-
神
代
忠
男
(
足
立

福
祉
事
務
所
長
)
　
同
公
害
課
長
-
木
立
　
宏
(
建
築

都
公
客
課
長
)
足
立
福
祉
事
務
所
長
-
三
橋

舜
(西

都
福
祉
事
務
所
長
)

一
七
月
十
四
日
付
―

【
課
長
級
】
　
総
務
部
総
務
課
長
―
斎
藤
正
(
区
民

都
管
理
課
長
)
　

区
民
部
管
理
課
長
-
坂
田
平
(
(

監

査
事
務
局
長
)
　

環
境
部
防
災
課
長
!

中
田
晴
康
(
都
出
納
長
室
用
品
課

調
歿
係
長
)
　

中
都
福
祉
事
務
所
長
-

平
井
浩
二
(
都
財
務
局
用
地
部
用

地
課
管
理
係
畏
)
　

西
部
福
祉
事
務
所
長
心
得
-
稲
名

良
保
(
都
総
務
局
総
務
都
文
一

課
主
査
)
　

選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
畏
-
畠
中

勇
(
都
総
務
局
総
務
部
庶

務
課
人
事
係
長
)
　

監
査
事
務
局
長
-
安
藤
純
一
(
中

部
福
祉
事
務
所
畏
)

休
日
診
療
当
番
医

休
日
診
療
を
笑
施
し
て
い
る
救
急
病

院
は
、
次
の
当
番
医
だ
け
で
す
。
そ
の

ほ
か
の
病
院
は
救
急
患
者
だ
け
し
か
扱

い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

休
日
診
療
は
、
た
い
へ
ん
混
雑
し
て

い
ま
す
。
-
急
病
以
外
の
方
は
、
で
き
る

だ
け
前
日
か
翌
日
を
ご
利
用
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▽
八
月
五
日
　
梅
田
病
院
・・・
　
八
四
〇

一
四
五
一
一
　
足
立
十
全
病
院
・・・
曾
(
(
=
T

四
(
五
七

老
人
病
研
究

所
附
属
病
院
・・・
　
八
九
九
一
四
(
六

一
▽
八
月
十
一二
日
　
内
田
病
院
・・・
号
(
八

【
一

七
三
二

】
　
豊
生
病
院
:
舍
(
(

三
一
三
九
七
〇

長
沢
病
院
・・・
啻
(
(

九
一
四
一
三
一
　
敬
仁
病
院
・・・

営
九
二
〒

三
一
〇
六

▽
八
月
十
九
日
　
足
立
共
済
病
鬣
T
・

(
八
一
-
六
一
一
六
　
橋
本
病
院
!

曾
八
(
七一

七
三
四
六
　
中
川
病
院

・
:
啻
八
(
四
―
一
二
四
一

な
お
、
診
療
時
間
は
、
午
前
十
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
で
す
。

8月の区民福祉センター・児童館だより
□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
六
〇
五
一
七
一
〇
一

■
趣
味
の
教
室
　
親
と
子
の
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室
　
二
十
二
日

(
水
)
午
後
一
時
十
分
材
料
費
五
百
円
鉄
筆
・
カ
'
タ
ー
。は

さ
み
・
裁
ち
台
・
も
の
さ
し
持
参

定
員
三
十
組
　
文
学
数
室
〈
奥

の
細
道
〉
二
十
四
日
(
金
)
午
後
一
時
三
十
分

手
芸
敦
癲
(
つ
ま
み

画
〉
二
十
五
日
(
土
)
午
後
一
時

材
料
費
千
二
百
円

ピ
ン
セ
ッ

ト
・
は
さ
み
・
糊
板
・
糊
ふ
き
ん
持
参

創
作
紙
人
形
教
宣

《
つ
ぷ

し
島
田
》
三
十
日
(
木
)
午
後
一
時

材
料
費
六
百
円

は
さ
み
・

小
筆
・
も
の
さ
し
持
参

■
子
ど
も
の
ど
自
慢
大
会
　
二
十
六
日
(
日
)
午
後
二
時
対
象
は

小
学
生

定
艮
二
十
五
名
　
申
込
み
は
、(
月
十
日
ま
で

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
(
(
九
上
四
八
四

■
お
年
寄
り
の
た
め
の
行
事
　
(区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方
)
　

胯

吟
教
室

十
一
日
(
土
)
・
二
十
五
日
(
土
)
午
後
二
時
S

道
教

鏖

十
二
日
(
日
)
・
二
十
六
日
(
日
)
午
後
一
時

定
員
二
十
名

■
盆
お
ど
り
大
会
　
十
一
日
(
土
)
午
後
四
時

■
子
ど
も
映
画
会
　
十
二
日
(
日
)
・・・
「
ぼ
く
ら
の
お
よ
き
」
他

十
(
日
(
土
)
・
:
「シ
ン
ド
バ
y
ド
の
W
険
」　
時
間
は
い
ず
れ
も

午
前
十
時
・
午
後
一
時
三
十
分
・
午
後
三
時
の
三
回

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
(
九
七
I
五
〇
一
六

■
お
年
寄
り
の
た
め
の
行
事
(
区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方
)
　
誦

り
喩
室
　
十
日
(
金
)
・
十
七
日
(
金
)
午
前
十
時
三
十
分

■
子
ど
も
ス
イ
カ
わ
り
大
会
　
十
二
日
(
日
)
午
前
十
時

■
子
ど
も
映
画
会
　
十
二
日
(
日
)
1
ふ
し
き
な
メ
ル
モ
-
他
十

九
日
(
日
)
…
か
ぐ
や
姫
他

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
二
時
三
十
分

■
粘
土
工
作
<
は
し
お
き
>
七
日
(
火
T
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時

■
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
花
び
ん
を
つ
く
ろ
う
　
十
六
日
(
木
)
?
十

(
日
(
土
)
午
後
二
時

定
貝
二
十
組

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
(
(
一
丁
二
七
六
五

■
お
年
寄
り
の
た
め
の
行
事
(
区
内
在
住
六
十
歳
以
上
の
方
)
　
映

画
会
　
九
日
(
木
)
午
前
十
時
三
十
分
・
・
・
「新
お
と
こ
は
つ
ら
い
よ
」　

い
け
花
教
室
　
十
日
(
金
)
・
十
七
日
(
金
)
午
後
一
時
三
十
分
　
民
謡
教
室
　

九
日
(
木
)
・
十
六
日
(
木
)
午
後
一
時
三
十
分
　
踊

り
の
教
室
　
八
日
(
水
)
・
十
五
日
(
水
)
午
前
十
時
三
十
分

■
子
ど
も
映
画
会
　
十
二
日
(
日
)
・・・
「
せ
む
し
の
こ
う
ま
」　
十

九
日
(
日
)
…
「
ふ
し
き
な
く
す
り
」
他

時
間
は
午
後
一
時
三
十
分

【
各
教
室
の
申
込
み
は
、直
接
各
セ
ン
タ
ー
事
務
室
へ
】

〈
各
セ
ン
タ
ー
と
も
教
材
費
を
明
記
し
て
い
な
い
教
室
は
無
料
で
す
〉

□
西
伊
興
児
童
館
　
　
　
　
　
(
九
七
⊥
(
九
四
(

■
卓
球
月
例
会
　
(
日
(
水
)
午
後
二
時

申
込
み
は
、
七
日
ま
で

■
夏
ま
つ
リ
　
十
一
日
(
土
)
午
後
六
時
　
お
ぱ
け
屋
敷
。花
火
大

会
な
ど
、
お
父
さ
ん
、
お
毋
さ
ん
と
ご
い
っ
し
ょ
に
ど
う
ぞ

■
お
弁
当
会
　
十
五
日
(
水
)
正
午
　
お
弁
当
を
持
参
の
こ
と

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　
　
　
九
匸
〒
三
四
ニ
-

■
児
重
納
涼
大
会
　
十
一
日
(
土
)
・
十
二
臼
(
日
)
午
後
二
時
・・・

す
い
か
割
り
・
宝
探
し

■
子
ど
も
映
画
会
　
十
九
日
(
日
)
午
前
十
時
三
十
分
　
・・・
「
山
の

天
気
じ
い
さ
ん
」
他

■
老
人
納
涼
大
会
　
十
一
日
(
土
)
午
後
二
時
I
(
ワ
イ
ア
ン
演
奏

十
二
日
(
日
)
午
後
二
時…
民
謡
・
手
品
・
映
画
・
漫
岐
な
ど

〈
各
施
設
と
も
月
曜
日
・
祝
日
は
休
館
日
で
す
〉

■ 区役所の電話882- 1111　第二庁舎889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481 東部福祉事務所605- 7101　西部福祉事務所897- 5011



昭 和48 年8 月5 日 区 の お 知 ら せ 第297 号( 2)

家

庭

―
清
潔
な
夏
を
―

夏
の
害
虫
駆
除
対
策

夏
は
、
鮫
や
(
エ
な
ど
か
発
生
し

や
す
い
時
期
で
す
。
こ
れ
ら
の
害
虫

は
私
た
も
の
生
活
に
客
を
与
え
る
ば

か
り
で
な
く
、
と
き
に
は
伝
染
病
の

原
因
に
さ
え
な
り
、
ま
っ
た
く
い
や

な
存
在
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
害

虫
の
特
徴
と
耶
除
方
法
を
考
え
て
み

ま
し
た
。

□
蚊
・
ハ
エ

蚊
は
四
月
か
ら
発
生
し
『
、
七
、
八

月
が
最
盛
期
で
す
。
そ
の
種
類
は
数

多
く
あ
り
ま
す
か
、
な
か
で
も
イ
ェ

蚊
と
ヤ
ブ
蚊
は
、
人
間
や
鳥
な
ど
の

血
を
吸
い
、
日
本
脳
炎
や
マ
ラ
リ
ヤ

な
ど
の
伝
染
病
旁
引
き
起
こ
し
た
り

し
ま
す
。

蚊
を
駆
除
す
る
に
は
、
ボ
ウ
フ
ラ

の
わ
き
や
す
い
空
カ
ン
や
空
ビ
ン
な

ど
を
仕
末
し
、
水
柚
で
は
魚
を
飼
‘つ

て
ボ
ウ
フ
ラ
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
で

す
。
な
ん
と
い
つ
。て
も
た
ま
っ
た
汚

水
を
な
く
す
こ
と
が
原
則
で
す
。

(
エ
も
赤
痢
や
臙
チ
フ
ス
な
ど
の

伝
染
病
を
招
く
ほ
叭
廏
近
で
は
。
小

児
マ
ヒ
の
ビ
ー
ル
ス
・
を
運
ん
で
く
る

も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

(
エ
は
二
週
間
位
で
卵

か
ら
一
幼

虫
、
さ
な
き
へ
と
変
態
し
、

成
虫
に
な
り
ま
す
。
一
般
的

に
は
、
一
匹
の
(
エ
が
百
～

五
百
個
の
卵
を
生
み
ま
す
の

で
出
始
め
に
パ
エ
を
般
す
こ

と
が
効
果
的
で
す
。
ま
た
、(

エ
は
ゴ
ミ
た
ま
り
、便
池
、

畜
合
な
ど
に
発
生
す
る

の

で
。
環
境
を
整
備
す
る
な
ど

住
み
に
く
く
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

敗
や
(
エ
は
五
〇
〇
I
*
～
位
も
飛
び

ま
す
の
で

、
隣
接
す
る
町
会
に
も
呼

ひ
か
け
刄

地
域
ぐ
る
み
で
駆
除
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

□
ゴ
キ
プ
リ

ゴ
キ
ブ
リ
隲

明
る
い
と

こ
ろ
を
き
ら
い
、
夜
活
動
す

る
雑
食
性
の
あ
る
害
虫
で

す
。
人
間
の
食
べ
る
物
は
何

ん
で
も
食
べ
、そ
の
う
え
、

死
ん
だ
虫
な
ど
も
食
べ
ま

す
。
さ
ら
に
、便
所
に
出
入

け
し
だ
叺

汚
な
い
足
で
食

物
や
食
器
の
上
奢
走
り
回
る
の
で
、

伝
染
病
や
結
核
な
ど
の
病
源
体
を
運

搬
す
る
危
険
か
あ
り
ま
す
。

駆
除
の
原
則
は
、
エ
サ
と
な
る
よ

う
な
物
を
与
え
な
い
こ
と
が
大
切
で

す
。エ
サ
が
豊
富
で
絶
好
の
繁
殖
場

所
と
な
る
台
所
や
ダ
。ス
タ
ー
シ
汢
I

ト
は
い
つ
も
清
潔
に
し
、
食
物
や
調

理
く
す
は
、
必
ず
フ
タ
付
き
の
容
器

に
入
れ
る
こ
と
で
す
。

ま
爬

繭
剤
な
ど
の
追
治
方
法
も

あ
り
ま
す
が
、
特
に
覡
効
性
の
あ
る

薬
剤
を
使
う
こ
と
が
効
果
的
で
す
。

こ
れ
ら
の
駆
除
方
法
を
参
考
に
し

て
、
み
な
さ
ん
の
ご
家
庭
で
も
、
い

ろ
い
ろ
試
み
て
、
害
虫
を
一
掃
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
客
虫
駆
除
の
相

映
は
、
区
役
所
衛
生
係
で
お
受
け
し

て
い
ま
す
。

足
立
の

史
話

日
光
街
道
を
た
ず
ね
て
(
3
0
)

―
―
千
住
二
丁
目
か
い
わ
い
　
そ
の
五―
―

勝
山
準
四
郎

金
蔵
寺
入
口
の
南
無
阿
弥
陀
仏
塔
は
、
病
歿
し

た
遊
女
の
供
養
塔
で
あ
る
。
台
石
の
側
面
に
き
っ

し
り
と
戒
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
が
I
ぱ
い

に
な
っ
だ
の
で
か
、
無
縁
塔
の
台
座
に
も
一
人
だ

け
刻
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
以
前
は
こ
の
石
塔

の
後
の
墓
地
に
も
、
二
尺
位
の
石
柱
に
、
同
じ
よ

う
な
戒
名
が
二
、
三
十
人
位
刻
ま
れ
た
墓
標

が
数
基
あ
っ
た
が
今
は
見
当
ら
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
大
変
な
数
で
あ
る
。

寺
の
過
去
帳
に
も
勿
論
同
様
こ
の
人
た
ち

の
戒
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
歿
月
日
と
何
屋

下
女
と
の
み
で
、
俗
名
も
年
令
も
不
明
で
あ

る
。
若
い
身
空
で
薄
幸
他
国
の
地
に
敵
っ
た

彼
女
た
ち
に
、
せ
め
て
来
世
の
安
楽
を
祈
っ

て
餮
て
た
の
が
こ
の
供
養
塔
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
街
遭
筋
の
宿
場
町
と
遊
女
は
つ
き
も

の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
が
、
-
昔
も
な
か
な
か
き

ぴ
し
い
制
限
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
元
来
幕
府

の
基
本
施
策
は
、
ぜ
い
た
く
と
遊
興
の
巌
禁
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
あ
お
り
を
く
っ
て
、
宿
場
町

が
衰
微
し
‘て
宿
役
負
担
の
大
役
が
困
難
に
な
る
の

は
尚
困
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
戸
数

人
数
を
限
っ
て
遊
女
を
置
く
こ
と
を
綛
め
た
よ
う

で
あ
る
。
遊
女
は
正
式
に
は
食
売
女
、
そ
こ
で
こ

の
女
た
ち
の
い
る
旅
宿
を
食
完
旅
籠
崖
と
し
て
、

一
般
の
平
旅
籠
屋
と
区
別
し
て
い
る
。

千
住
襦
の
食
売
女
は
寛
夊
年
代
(
二
(
六
一
志

か
ら
、
本
襦
(
一～
五
丁
目
)
は
一
戸
二
名
ま
で
、

新
宿
(
小
塚
原
、
中
村
町
I
南
千
住
)
は
一
名
の

定
め
で
あ
っ
た
が
、
明
治
元
年
(
一
七
六
四
)
千

住
宿
全
体
で
百
五
十
人
ま
で
を
遭
中
奉
行
か
ら
許

さ
れ
て
い
る
。
品
川
、
板
橋
宿
と
共
同
で
増
員
の

歙
願
書
を
出
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
三
宿
と
も
江
戸
の
初
霍
で
御
用
勤

め
の
多
い
こ
と
、
市
内
か
ら
近
距
離
な
の
で
泊
り

客
の
少
い
こ
と
、
江
戸
市
内
へ
の
人
馬
に
戻
り
稼

ぎ
の
な
い
'
}と
を
挙
げ
、
こ
の
ま
ま
で
は
霍
内
衰

微
し
て
公
用
の
御
役
も
動
め
が
た
く
と
、
幕
府
の

痛
い
と
こ
ろ
を
つ
い
て
い
る
。

ま
た
そ
の
文
中
旅
籠
屋
の
こ
と
自
体
に
も
ふ
れ

て
「
三
拾
年
程
以
前
は
千
住
宿
に
七
拾
弐
軒
程
こ

れ
あ
り
俟
蝸
、
本
時
弐
抬
弐
軒
は
相
成
り
俟
」
・
と

域
少
を
訴
え
て
い
る
。
旅
籠
屋
の
増
減
は
常
に
あ

っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
数
字
は
オ
ー
バ
ー
な
か
け

ひ
き
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

こ
の
時
か
ら
六
十
年
後
の
文
政
七
年
(
一
(
二

四
)
「
千
住
襦
食
売
女
人
別
帳
」(
水
野
冢
文
一

中
央
図
書
館
蔵
)
を
み
る
と
、
食
売
旅
籠
屋

は
、
一
丁
目
三
軒
二
丁
目
十
三
軒
三
丁
目
十

一
軒
四
丁
目
一・
軒
で
、
小
塚
原

、
中
村
町
十

五
軒
計
四
十
三
軒
と
な
っ
て
い
る
。
。前
の
数

字
か
ら
み
る
と
、
こ
の
問
に
倍
増
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
帳
面
を
見
る
限
り
で
は
、
食
売
女
は

百
五
十
人
き
っ
ち
り
そ
の
名
前
と
親
元
、
受

人
の
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
普
通
の

人
別
帳
を
見
る
と
二
丁
目
だ
け
の
旅
鰥
乕
徇
い
の

下
女
の
数
が
二
百
名
を
越
し
て
い
る
。
こ
の
区
別

は
ひ
ず
か
し
か
っ
た
と
み
え
て
、
幕
府
も
度
々
取

締
り
の
通
達
を
出
し
て
い
る
。
さ
て
こ
の
遊
女
も

か
ら
ん
で

、
文
久
三
年
櫑
内
で
起
っ
た
の
が
「
千

吮
窗
の
仇
肘

」
で
あ
る
。

(
こ
の
項
続
く
)

千住宿食売女人別帳

私
立
幼
稚
園
児
の
父
兄
に
補
助
金

―

昭
和
四
十
八
年
四
月
か
ら

九
月
の
六
か
月
分
に
つ
い
て
―

区
で
は
、
私
立
幼
稚
園
児
の
父
兄
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
昭
和
四
十
七
年

攪
に
引
続
き
保
育
料
の
補
助
を
行
な
い

ま
す
。
こ
の
補
助
金
は
年
間
十
。二
か
月

分
を
二
回
(
六
か
月
分
)
に
分
け
て
支

給
し
ま
す
。
今
回
は
、
こ
と
し
四
月
か

ら
九
月
ま
で
の
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
が

こ
の
鬧
の
対
象
と
な
る
父
兄
は
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法
等
に
つ
い
て
は
。
次
の
と

お
り
で
す
。

補
助
を
受
け
ら
れ
る
方

①
昭
和
四
十
(
年
四
月
一
日
以
降
足
立

区
の
住
民
基
本
台
帳
(
外
国
人
の
万

は
外
国
人
登
録
原
票
)
に
記
載
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
は
肥
載
さ
れ
て
い
た

方

一
⑤
公
認
の
私
立
幼
稚
園
に
在
園
し
、
昭

和
四
十
(
年
四
月
一
日
現
在
で
膺
五

歳
、
膺
四
歳
に
な
っ
て
い
る
幼
児
の

父
兄
(
保
霞
者
)

○
膺
五
歳

吶
和
四
十
二
年
四
月
二
日
?
昭
和
四

十
三
年
四
月
一
日
生

○
満
四
歳

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
日
～
昭
和
四

十
四
年
四
月
一
日
生

⑤
申
請
日
現
在
で
保
育
料
(
四
月
分
″

九
月
分
)
を
完
納
し
て
い
る
方

補
助
金
の
額
と
支
給
時
期

五
歳
児
一
人
に
つ
き
月
額
二
千
円

四
歳
児
一
人
に
つ
き
月
順
一
千
円

支
給
時
期
は
九
月
下
旬
の
予
定
。

受
給
申
請
の
方
法

一
①
足
立
区
内
の
公
認
の
私
立
幼
稚
園
児

の
保
護
者
は
、
園
児
が
在
籍
す
る
幼

稚
園
へ
手
続
を
し
、
幼
稚
園
で
一
括

し
て
区
役
所
へ
提
出
(
く
わ
し
く
は

幼
稚
園
か
ら
脱
明
が
あ
り
ま
す
)

百
足
立
区
外
の
区
市
町
村
に
あ
る
公
`

の
私
立
幼
稚
圃
に
在
園
す
る
園
児
の

保
蹼
者
は

、
本
人
が
直
接
足
立
区
役

所
総
務
課
総
務
係
へ
申
閘
(
郵
送
可
)

申
請
に
必
要
な
も
の

①
園
児
在
箱
証
明
書
(
生
年
月
日
も
S

き
入
れ
て
あ
る
も
の
)

⑤
保
育
料
納
付
済
証
明
一
ま
た
は
領
収

書
⑤
印
餓

申
請
時
間

昭
和
四
十
(
年
(
月
六
日
(
月
)
か
ら

八
月
二
十
日
(
月
)
ま
で

そ
の
他

①
住
所
を
移
転
し
た
楊
合
は
在
住
し
た

月
分
を
そ
れ
ぞ
れ
の
区
市
町
村
に
申

蹐
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑤
申
請
用
紙
は
幼
稚
ま
た
は
区
役
所
衄

務
係
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

⑤
銀
行
振
込
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
齷

行
名
、
支
店
名
、
口
座
番
号
を
勿
」

ら
べ
の
・つ
え
お
い
で
く
だ
さ
い
。

問
い
合
せ
先
　
区
役
所
総
務
係

重度心身障害者手当
の受給申請を

都
で
は
、十
月
　
　
s
o
e
s
s

か
ら
常
時
複
雑
な
・

一
一
・
一
s
一
介
護
を
必
要
と
す

る
重
度
の
心
身
障

書
者
(
児
)
の
方

に
「
重
度
心
身
障

害
者
手
当
」
を
次

の
要
領
で
支
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。該
当
す
る

方
は
ぜ
ひ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

□
支
給
要
件

①
区
内
に
住
民
登
録
し
て
お
り
、
現

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

⑤
在
宅
の
者
で
あ
る
こ
と

□
障
害
の
程
度

①
重
度
の
精
神
薄
弱
者
で

、
脣
し
い

精
神
症
状
が
あ
る
方

②
重
度
の
精
神
薄
弱
と
、
重
度
の
身

体
陣
書
が
重
複
し
て
い
る
方

⑤
重
度
の
肢
体
不
自
由
者
で
、
両
卜

肢
お
よ
ぴ
両
下
肢
の
機
能
が
失
な
わ

れ
、
座
っ
て
い
る
こ
と
が
困
難
な
稈

度
の
陣
害
の
あ
る
方

※
障
害
の
程
度
は
、身
体
障
客
者
手
岨

と
愛
の
手
帳
と
は
、直
接
関
係
は
な
く

申
請
後
、身
心
障
客
釁
襴
祉
セ
ン
タ
ー

で
判
定
さ
れ
ま
す
。

口
支
給
額
　
毎
月
一
万
円
(
口
座
振
替
)

口
申
請
受
付
　
(

月
一
日
か
ら

口
申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

⑤
住
民
票
の
家
族
全
員
の
写
し

⑤
自
宅
付
近
の
略
図

な
お
、
身
体
障
害
者
手
帳
と
愛
の
手

帳
を
お
持
ち
の
方
は
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。問

い
合
わ
せ
・
申
請
は
、
区
役
所
二

階
援
健
係
へ
ど
う
ぞ
。

お
と
し
よ
り
の
方
に

敬
老
金
を
贈
呈

区
で
は
、
九
月
十
五
日
の
「
敬
老
の

日
」
に
、
お
と
し
よ
り
の
方
の
長
寿
を

お
祝
い
し
て
、
膺
七
十
五
歳
以
上
の
方

に
、敬
老
金
五
千
円
を
お
贈
り
し
ま
す
。

対
象
者
は
次
に
該
当
す
る
方
で
す

○
九
月
十
五
日
現
在

▼
屑
七
十
五
歳
以
上
の
方
(
明
治
三
十

一
年
九
月
十
六
日
以
前
に
生
れ
た
方
)

▼
区
民
で
あ
る
こ
と
(
住
民
登
録
・
外

国
人
登
録
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
)
　

な
お
、
対
象
者
に
は
、(
ガ
キ
で
ご

通
知
し
ま
す
が
、
八
月
中
旬
ま
で
に
(

ガ
キ
の
届
か
な
い
方
、
ま
た
は
新
た
に

足
立
区
へ
転
入
さ
れ
た
方
は
、
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
連
絡
先
は
、区
役
所

援
喫
係
へ
ど
う
ぞ
。

部
落
問
題
理
解

の
た
め
に
(
1
9
)

部
落
解
放
運
動
の
歴
史
③

こ
う
し
て
京
都
の
米
騒
助
は
は
じ

ま
っ
た
。

柬
七
条
の
部
落
が
立
上
っ
た
の
を

知
っ
た
、
東
三
条
の
部
落
の
人
々
を

は
じ
め
、
市
内
の
部
落
の
人
々
が
続

々
と
米
騒
助
に
参
加
し
、
賈
い
し
め

を
し
て
米
の
値
上
り
を
あ
お
っ
て
い

る
惠
ど
い
米
屋
を
お
そ
い
、
そ
れ
を

阻
止
し
よ
う
と
し
た
警
官
隊
と
衝
突

し
た
。

都
落
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
失
業
状

鵈
か
半
失
業
状
態
に
あ
り
、
差
別
と

迫
害
に
あ
え
で
い
た
。
こ
の
闘
い
に

は
部
落
民
の
差
別
に
対
す
る
は
げ
し

い
怒
り
が
込
め
ら
れ
て
い
た
暝
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

米
騒
助
に
は
都
落
の
内
外
を
問
わ

ず
、全
市
の
無
産
市
民
が
立
上
っ
た
。

警
察
は
す
っ
か
り
役
に
立
た
な
く
な

り
、
軍
隊
が
出
助
し
て
鎮
圧
に
あ
た

っ
た
が
、
闘
い
は
市
外
へ
、
そ
し
て

つ
い
に
は
全
国
へ
と
広
ま
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
闘
い
は
部
落
民
に
大
き

な
自
信
と
、
お
の
れ
自
か
ら
が
立
上

ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
・つ
自
覚
を
呼

ぶ
覚
し
、
全
国
水
平
社
結
成
の
母
胎

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

(
部
落
解
放
同
盟
足
立
支
部

(
(
四
圭
二
七
(
五
)

新足立音頭の………
…… ……舞踊練習会

区
観
光
協
会

で

は
、
新
足
立
音
頭
の

「
舞
踊
練
習
会
」
を

次
の
と
お
り
行
な
い

ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
齡
加
く
だ
さ

い
。

第
一
回
練
習
会一
(

月
七
日
(
火
)
午

後
〇
時
三
十
分
～

二
時

東
部
区
民

福
祉
セ
ン
タ
ー

第
二
回
練
習
会
-
(
月
(
日
(
水
)

午
後
〇
時
三
十
分
～
二
時

区
役
所

七
階
会
議
室

申
込
み
は
、
当
日
の
午
前
中

ま
で

に
、
直
接
か
電
話
で
、
区
観
光
協
会
事

狢
局
(
区
役
所
経
済
課
内
)
へ
。

足
立
音
頭
の
レ
コ
ー
ド
を
お
わ
け
し

て
い
ま
す
。(
一
枚
三
五
〇
円
)

鮮
魚
商
な
ど
の

方
に
臨
時
融
資

汚
染
魚
問
題
で
、
お
困
り
の
鮮
魚
商

な
ど
に
、
区
で
は
、
経
営
安
定
の
た
め

の
賢
金
を
次
の
要
領
で
融
賢
し
ま
す
。

▽
貸
付
限
度
額
　
百
万
円
以
内

▽
貸
付
期
間
　
一
年
以
内
(
据
置
二
か

月
含
ひ
)

く
わ
し
く
は
、
区
役
所
経
済
課
へ
お

閧
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

口
電
話
番
号
変
更
の

お
知
ら
せ

東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
併
設
さ

れ
て
い
る
東
部
福
祉
事
務
所
、東
都
保

育
園
、東
綾
瀬
出
張
所
の
竃
話
番
号
が

(
月
二
十
四
日
か
ら
次
の
よ
う
に
変
わ

り
ま
す
。(
セ
ン
タ
ー
は
従
来
ど
お
り
)

▽
東
部
福
祉
事
務
所
　
　六
〇
五
-
七
一

〇
五

▽
東
部
保
育
園
　
　六
二
〇
―
○
九
九
二

▽
東
綾
瀬
出
張
所
　
　
六
二
〇
-
一
九
五

一

特
別
区
民
税
(
二
期
分
)

個
人
事
業
税
(
一
期
分
)

の

納
期
は
　
8
月
3
1日
で
す

掲

示
板

■
愛
の
献
血
に

ご
協
力
を

八
月
の
献
血
日
程

(
日
(
水
)
　

千
寿
第
六
小

十
五
日
(
水
)
　

舎
人
小

二
十
日
(
月
)
　

竹
の
塚
駅
東
口

二
十
二
日
(
水
)
　

第
十
二
出
張
所

時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
三

時
ま
で
で
す
。

■
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
大
会

昭
和
4
8
年
度
秋
季
区
民
体
育
大
会

▽
日
時
・・・
九
月
九
日
か
ら
十
月
十
四

日
ま
で
の
日
曜
日
(
中
学
生
-
九

月
九
日
?
二
十
三
日
。一
般
一
九

月
三
十
日
～
十
月
十
四
)
　

午
前

九
時
か
ら
午
後
六
時

▽

競
技

種

目
・・
・
一

般
男

子

・

女

子

、

中

学
生

男

子

・
女

子

▽
競
技
方
法
…
ト
ー
ナ
メ
ン
ト

▽
参
加
賢
格
…
区
内
在
住
・
在
学
。

在
勤
の
方

▽
申
込
み
方
法
・
場
所
・
・
'
郵
送
で
足

立
区
バ
ス
ケ
y
ト
ボ
ー
ル
連
盟

(
〒
一
ニ
-
足
立

区
梅
島
二
丁
目
二

ニ
-
五
佐
藤
方
曾

(
(
〇
一

一
六
三
(
)

へ

▽
申
込
み
締
切
ぴ
・
人

月
二
十
日
(

必
着
)

問
い
合
わ
せ
は
、藤
田
耕
之
介
(
梅

田
四
丁
目
(
一
五
)
へ
ど
う
ぞ
。

(
(

六
-
(

一
一
六

な
お
、バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
連
盟

で
は
、
連
盟
公
昭
・
凖
公
昭
審
判
貝

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は

次
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
水
越
秀
幸
営
(
九
〇
-
三
一
七
七
(

夜
間
)

▽
畔
上
健
冶
啻
(
(

三
一
(

二
二
九

■
成
人
学
校
開
設
の

お
し
ら
せ

本
年
度
第
二
回
目
の
成

人
学

校

を
、(
月
二
十
(
日
よ
り
九
月
二
十

日
ま
で
毎
週
火

。水

。木
曜
日
に
開

催
さ
れ
ま
す
。
科
目
、
内
容
に
つ
い

て
は
八
月
二
十
日
の
「
区
の
お
し
ら

せ
」
に
掲
職
し
ま
す
。

■
職
業
訓
練
生
募
集

科
目
1
※
経
理
事
務
t
機
械
検
査
、

溶
接
、
洋
餓
(
短
期
)

、
タ
イ
プ
、

ト
レ
ー
ス
資
格
I
義
務
教
育
修
了

者
(
※
印
の
科
目
は
高
卒
程
度
)

募
集
期
限
-
九
月
七
日
(
金
)
ま
で

選
考
日
一

九
月
十
二
日
(
水
)
申
込

都
住
(
あ
き
家
)

募

集

中

八
月
七
日
ま
で
、
区
役
所
、
出

張
所
、
第
二
庁
舎
で
申
込
用
紙
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

み
・
問
合
わ
せ
先
-
足
立
高
等
皺

業
馴
練
校
　
　

六
〇
五
-
六
一
四
六

■
東
京
都
理
容
学
校

秋
季
生
徒
募
集

資
格
-
中
卒
ま
た
は
同
程
度
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

募
集
人
a
-
昼
間
都
五
十
名
、夜
間

結
七
十
名
、通
儻
都
二
百
名
筆
配

試
験
目
一
九
月
九
日
鰈
一
受
付
期

限
一
九
月
六
日
‘
入
学
案
内
-
東
京

都
理
容
学
校
(
〒
一
〇
一
千
代
田
区

西
神
田
一
一
三
一
四
曾
二
九
三
一

九

八
七
一
)
で
配
布
中
(
郵
送
希
皇
の

方
は
、
二
十
五
円

切
手
を
同
封
し
て

理
容
学
校
へ
)
　

く
わ
し
く
は
、

前
記
の
理
容
学
校

へ
ど
う
ぞ
。

■
東
京
の
公
害
・

写
真
コ
ン
クー
ル

都
で
は
、
東
京
に
忍
ぴ
よ
る
公
害

と
、
進
む
自
然
環
境
の
破
壊
を
み
つ

め
公
害
の
な
い
生
活
環
境
を
願
う
魴

民
の
方
の
気
持
を
訴
え
る
写
真
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

題
材
-
都
内
お
よ
び
そ
の
近
辺
で
撮

影
し
た
も
の

サ
イ
ズ
-
白
黒
は
四
切
、
カ
ラ
ー
プ

リ
ン
ト
は
キ
ャ
ビ
ネ
以
上
、カ
ラ
ー

ス
ラ
イ
ド
は
三
五
ミ

リ
6

×
6

、
組
写
真
は
一
組
五
枚
以
内

応
募
方
法
1
作
品
の
裏
面
に
住
所
、

氏
名
、
年
令
、
職
業
、勤
務
先
(
学

校
名
)

、一

話
番
号
、
画
題
、
撮

彫
場
所
、
年
月
日
を
肥
入

締
切
-
昭
和
四
十
八
年
九
月
三
十
日

送
り
先
-
東
京
都
公
害
局
総
務
部
相

餤
課
、
〒
一
〇
〇
千
代
田
区
九
の

内
三
I
五
-
一
曾
二
匸
T

五
一

一
一
内
線
四
二
(
七

※
応
募
作
品
は
未
発
表
の
も
の
に
限

り
ま
す
。

■ たばこは区内で買いましょう ■ 個人事業税の減免申請は8 月31日までに I ・N　209, 000


